
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う
「
公
文
書
」
（
行
政
文
書
）
と
は
制
淵
調
潤

参
考
論
文
で
は
実
際
に
香
川
県
文
書
館
の
行
な
っ
て
い
る
業
務
部
分
が
主
体

と
な
っ
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
そ
も
そ
も
の
公
的
な
機
関
で
あ
る
公
文

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻

北
原
賢
伸

一
．
は
じ
め
に

公
文
書
館
と
は
、
公
文
書
館
法
お
よ
び
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以

下
公
文
書
管
理
法
と
略
記
）
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
条
例
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
行
政
機
関
で
あ
る
。

大
分
県
に
も
大
分
県
立
公
文
書
館
が
あ
り
、
上
記
２
つ
の
法
律
と
大
分
県
公

文
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
９
月
釦
日
大
分
県
条
例

第
四
条
）
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
香
川
県
に
あ
る
香
川

県
文
書
館
が
実
際
に
行
な
っ
て
い
る
公
文
書
館
と
し
て
の
「
役
割
」
を
み
て
い

く
こ
と
に
し
、
公
的
な
機
関
で
あ
る
公
文
書
館
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
史
料
の
整
理
・
目
録
作
成
だ
け
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
に
保
存
・
活
用
・
公
開
し
て
い
け
ば
良
い
の
か
と
い
う
課
題
解
決
の
糸

口
に
し
た
い
。

、
公
文
書
館
と
は

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
保
存
と
利
活
用

ｌ
香
川
県
公
文
書
館
を
例
に
Ｉ

書
館
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
簡
単
に
見
て
い
き
た
い
。
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（
公
文
書
館
）
第
四
条
公
文
書
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
を

保
存
し
、
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

２
公
文
書
館
に
は
、
館
長
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
に
つ
い
て

の
調
査
研
究
を
行
う
専
門
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
五
条
公
文
書
館
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
。

２
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
公
文
書
館
の
当
該
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
後
略
）
（
註
１
）

書
等
の
保
存
及
び
利
用
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

法
律
第
］
届
号
（
昭
和
他
年
廻
月
晦
日
）

公
文
書
館
法
（
目
的
）

（
目
的
）
第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
文
書
等
を
歴
史
資
料
と
し
て
保
存
し
、
利

用
に
供
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
公
文
書
館
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）
第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
文
書
等
」
と
は
、
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
保
管
す
る
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
（
現
用
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
責
務
）
第
三
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
寺

1９



一
方
、
「
公
文
書
等
」
の
「
等
」
と
は

アーカイプズの保存と利活用（北原）

資
料
と
し
て
重
要
だ
と
判
断
さ
れ
る
も
の

い

行

鼎
釧
悶
詞
司
制
銅
哨
型
調
瑚
Ｊ
詞
仲
事
個
関
訓
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ

；

〆へ

４
、＝〆

香
川
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）
第
１
条
こ
の
条
例
は
、
県
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事
実
の
記
録
で
あ

る
公
文
書
等
が
、
県
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
県
民
が
主
体
的
に
利
用
し

得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を

定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
行
政
文
書
の
適
正
な
管
理
、
歴
史
公
文
書
等
の
適
切

な
保
存
及
び
利
用
等
を
図
り
、
も
っ
て
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
県

民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
条
本
文
お
よ
び
１
～
２
（
中
略
）
３
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
歴
史
公

文
書
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
い
う
。

（
１
）
県
の
機
関
の
組
織
及
び
機
能
並
び
に
政
策
の
検
討
過
程
、
決
定
、
実
施

及
び
実
績
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書

（
２
）
県
民
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書

（
３
）
県
民
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
、
自
然
環
境
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が

記
録
さ
れ
た
文
書

年
限
調
福
勇
司
八
至
淵
雪
館
な
い
Ⅲ
銅
逓
忌
閏
回
な
で
雄
罰
評
価
・
選
別
し
て
歴
史

も
の
と
し
て
行
政
機
関
が
保
有
す
る
も
の

的
に
重
要
な
公
文
書
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の

香
川
県
公
文
書
館
条
例

（
設
置
）
第
１
条
香
川
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
妬
年
香
川

県
条
例
第
５
号
）
第
２
条
第
４
項
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文

書
そ
の
他
の
記
録
を
収
集
し
、
及
び
保
存
し
、
並
び
に
県
民
の
利
用
に
供
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
も
っ
て
本
県
に
お
け
る
学

公
文
書
）
で
あ
る
。

公
文
書
館
法
は
あ
く
ま
で
国
が
定
め
た
「
最
低
限
度
の
指
針
」
で
あ
り
、
地

方
公
共
団
体
が
実
際
に
公
文
書
館
を
運
営
す
る
に
は
条
例
も
合
わ
せ
て
必
要
と

な
る
。
次
は
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

歴
ｒｈ

た
文
垂

関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
・
取
得
し
た
文
書
・
記
録
で
あ
り
組
織
的
に
用
い
る

香
川
県
も
他
の
地
方
公
共
団
体
と
同
様
に
、
「
香
川
県
公
文
書
館
条
例
」
お

よ
び
「
香
川
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
」
を
定
め
て
い
る
。

あ
る
い
は
到
剖
凶
詞
碧
州
川
副
例

術
の
振
興
及
び
文
化
の
向
上
並
び
に
県
政
に
対
す
る
理
解
の
増
進
及
び
信
頼
の

向
上
に
資
す
る
た
め
、
香
川
県
立
文
書
館
を
高
松
市
に
設
置
す
る
。
（
後
略
×
註

２
）

2０

・
記
録
で
あ
り
、
今
現
在
組
織
的
に
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、

関
や
そ
の
機
関
と
同
等
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
個
人
・
家
が
作
成
し

で
あ
る
。

（
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な



三
．
香
川
県
基
礎
自
治
体
地
域
の
課
題
と
香
川
県
文
書
館
の
果
た
し
て

い
る
役
割

公
文
書
館
は
基
本
的
に
は
、
行
政
機
関
か
ら
保
存
年
限
が
満
了
し
た
公
文
書

を
公
文
書
館
に
移
管
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
保
存
す
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
ま
た
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
文
書
を
保
存
す
る

機
関
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
行
政
機
関
に
は
合
併
や
統
廃
合
に
伴
い
、
引

き
継
ぎ
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
公
文
書
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
取
り
逃

が
し
の
公
文
書
の
収
集
で
あ
っ
た
り
、
公
文
書
館
の
業
務
適
用
外
に
な
る
基
礎

自
治
体
の
歴
史
的
公
文
書
の
暫
定
的
な
収
集
・
保
管
な
ど
も
県
立
の
文
書
館
が

代
わ
り
に
行
っ
て
い
る
の
が
香
川
県
文
書
館
の
今
の
現
状
で
あ
る
。

参
考
論
文
の
筆
者
は
「
基
礎
自
治
体
に
お
け
る
小
学
校
と
出
張
所
は
「
地
域

と
定
め
て
い
る
が
、
基
本
は
国
の
法
律
で
あ
る
公
文
書
館
法
お
よ
び
公
文
書

管
理
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
参
考
論
文
を
見
て
い

き
た
い
が
、
１
～
４
は
実
際
に
香
川
県
文
書
館
の
行
な
っ
た
業
務
と
調
査
内
容

の
報
告
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
の
が
５
と
い

う
よ
う
な
内
容
の
た
め
、
１
～
４
は
大
ま
か
に
触
れ
る
程
度
に
し
、
５
の
部
分

に
焦
点
を
あ
て
て
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
５
）
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
情
報
が
記

録
さ
れ
た
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
（
後
略
）
（
註
３
）

の
要
」
と
な
る
施
設
で
あ
り
、
行
政
機
関
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
か
つ
て

村
役
場
で
、
現
在
は
出
張
所
に
な
っ
て
い
る
建
物
に
は
、
旧
村
役
場
文
書
、
尋

常
高
等
小
学
校
か
ら
続
い
て
い
る
学
校
に
は
戦
前
の
「
学
校
日
誌
」
等
、
学
校

歴
史
公
文
書
を
多
く
保
有
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
現
在
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
が
学
校
施
設
を
用
い
、
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
小
学
校
と
出
張
所
は

「
車
の
両
輪
」
で
あ
る
。
」
（
註
４
）
と
述
べ
て
お
り
、
「
地
域
の
要
」
で
あ
る
か

ら
、
一
旦
香
川
県
立
文
書
館
が
収
集
し
て
保
管
し
、
基
礎
自
治
体
に
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
施
設
を
暫
定
的
に
で
も
置
き
、
文
書
を
保
管
す
る
こ
と
で
、
基
礎
自
治
体

地
域
の
歴
史
的
文
書
の
散
逸
を
防
い
で
、
元
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
戻
す
と
い
う

の
が
出
張
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
眼
目
で
あ
る
。

本
来
公
文
書
館
と
い
う
の
は
県
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
基
礎
自
治
体
レ
ベ
ル
で
、

公
文
書
館
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
部
局
を
置
く
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る

が
、
も
っ
と
も
公
文
書
館
設
置
・
条
例
の
制
定
と
専
門
職
員
の
配
置
は
、
コ
ス

ト
・
ス
ペ
ー
ス
・
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
小
規
模
基
礎
自
治
体
で
は
困

難
な
場
合
が
多
い
の
も
今
の
現
状
で
あ
る
。
ゆ
え
に
香
川
県
文
書
館
が
先
頭
に

立
っ
て
、
積
極
的
に
組
織
外
か
ら
の
収
集
・
保
管
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
公
文
書
館
設
置
は
難
し
く
と
も
、
基
礎
自
治
体
レ
ベ
ル
で

の
公
文
書
管
理
条
例
制
定
だ
け
で
も
し
て
お
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
点
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
文
書
館
が
地
域
で
収
集
し
た
公
文
書
の
中
に
は
表
紙
に
「
永
久

保
存
」
「
要
永
存
」
な
ど
の
記
載
が
あ
る
も
の
も
存
在
し
、
現
在
の
言
葉
で
言

い
換
え
る
な
ら
ば
「
永
年
保
存
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
つ
ま
で
も
現
用
文

2１
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た
場
合
、
公
文
書
管
理
条
例
が
な
い
場
合
は
「

書
の
ま
ま
で
あ
り
、
情
報
公
開
法
・
条
例
の
適
用
に
な
り
、
公
文
書
館
へ
の
移

管
が
な
さ
れ
ず
、
役
場
・
役
所
内
で
滞
留
・
死
蔵
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
非
常

に
高
く
、
文
書
館
は
あ
く
ま
で
県
レ
ベ
ル
の
組
織
で
あ
る
た
め
、
基
礎
自
治
体

の
公
文
書
の
評
価
・
選
別
に
関
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
基
礎
自

治
体
の
条
例
で
し
か
公
文
書
の
扱
い
の
法
的
根
拠
が
な
い
。

例
え
ば
、
公
文
書
管
理
条
例
の
な
い
自
治
体
に
、
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
、

現
在
で
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
部
局
の
設
置
に
関
す
る
公
文
書
が
あ
っ
た
と

し
て
、
そ
れ
に
永
久
保
存
と
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
情
報
公
開
法
と
条
例
に
則
っ

て
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
。
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
珂
用
刻
習

で
あ
ろ
う
か
？
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
。
明
ら
か
に
組
織
が
消
滅
し
、
使
わ
れ

な
く
な
っ
た
公
文
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
人
が
「
永
久
保
存
」
と
し

と
い
う
生
き
た
屍
の
よ
う
な
状
態
が
発
生
し
、
公
文
書
の
新
陳
代
謝
に
悪
影
響

を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

捨
て
て
い
い
わ
け
で
も
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

現
用
文
書
と
し
て
で
は
な
く
、
重
要
性
や
歴
史
資
料
性
の
観
点
か
ら
、
非
現

用
文
書
扱
い
で
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
と
い
う
こ
と
で
公
文
書
館
や

出
張
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
保
管
・
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
公

文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
健
全
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
基
礎
自
治
体
レ
ベ
ル
で
も
公
文

こ
の
よ
う
な
矛
盾
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
基
礎
自
治
坐

書
管
理
条
例
は
絶
対
的
に
必
要
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

2２

アーカイプズの保存と利活用（北原）

ー

四
．
公
文
書
館
設
置
の
普
及
活
動
と
利
活
用

で
は
公
文
書
館
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
る
部
局
や
施
設
の
設
立
を
促
す
に
は
ど

う
し
て
い
け
ば
良
い
か
。
香
川
県
立
文
書
館
で
は
、
市
町
支
援
業
務
を
展
開
し

て
い
る
。
公
文
書
管
理
セ
ミ
ナ
ー
、
香
川
県
市
町
公
文
書
館
長
・
文
書
主
管
課

長
会
議
の
開
催
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
公
文
書
管
理
条
例
に
よ
っ
て
県
行
政
機

関
・
組
織
と
し
て
の
公
文
書
管
理
の
向
上
も
図
っ
て
お
り
、
公
文
書
館
法
お
よ

び
公
文
書
管
理
法
の
、
地
方
公
共
団
体
の
文
書
管
理
の
責
務
・
努
力
規
定
の
実

施
に
も
努
め
、
県
レ
ベ
ル
で
は
公
文
書
館
の
設
置
・
公
文
書
管
理
条
例
の
制
定
．

公
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
確
定
、
現
用
文
書
か
ら
保
存
期
間
満
了
後
、
非

現
用
文
書
（
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
）
と
し
て
の
公
文
書
館
へ
の
移

管
体
制
を
堅
持
し
、
香
川
県
で
の
公
文
書
館
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
文

書
館
規
則
、
第
２
条
に
は
、
文
書
館
の
業
務
が
１
～
７
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
１
の
文
末
に
は
「
利
用
に
供
す
る
こ
と
」
、
２
は
「
文
書
等
に
関

す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
」
、
６
の
一
部
は
「
学
術
の
振
興
及
び
文
化
の
向

上
に
資
す
る
」
と
あ
る
。
（
註
５
）
公
文
書
館
で
の
調
査
・
研
究
は
重
要
性
・

歴
史
資
料
性
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
滞
留
・
死
蔵
し
て
い
る
も
の
を
発
掘
し
て

い
く
作
業
で
あ
り
、
利
用
環
境
の
整
備
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
目
録
作
成
の

ほ
か
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
、
公
開
・
非
公
開
の
審
査
や
、
古
文
書
や
明
治
以

降
戦
前
公
文
書
な
ど
の
翻
刻
作
業
お
よ
び
公
開
、
さ
ら
に
企
画
展
示
で
の
公
文

書
利
活
用
な
ど
が
必
要
と
な
っ
て
い
く
。



五
．
お
わ
り
に

公
文
書
館
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
、
香
川
県
を
例
に
と
り

な
が
ら
み
て
き
た
が
、
別
府
大
学
も
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
を
保
有
し
て
い

る
。
公
文
書
館
は
公
的
な
機
関
で
あ
り
、
別
府
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー

は
私
的
な
大
学
の
一
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
史
料
の
調
査
・

目
録
作
成
・
保
存
・
活
用
・
公
開
な
ど
の
実
践
的
な
部
分
に
お
い
て
は
公
私
関

係
な
く
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
部
分
が
多
い
。

だ
が
、
公
的
機
関
で
税
金
を
活
用
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
公
文
書
館
で
す
ら
、

コ
ス
ト
・
マ
ン
パ
ワ
ー
な
ど
か
ら
公
文
書
館
や
管
理
条
例
そ
の
も
の
を
見
送
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
数
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

別
府
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
も
常
に
人
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
洗
先
生
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
の
み
開
い
て
い
て
、
お
よ
そ
公
開
．

活
用
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
学
生
の
実
習
教
材
と
し
て
目
録
作
成
を

進
め
て
い
く
こ
と
、
学
生
へ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
ヘ
の
利
用
を
促
し
、

実
践
的
な
活
動
の
場
と
し
て
提
供
し
て
い
く
こ
と
な
ど
、
や
れ
る
こ
と
は
少
な

か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
う
。
な
い
な
い
と
言
う
の
で
は
現
状
は
変
わ
ら
な
い
が
、

何
も
な
い
が
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
？
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
別

府
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
公
開
・
利
活
用
の
ヒ
ン
ト
に
し
た

い
０

《
参
考
論
文
》

嶋
田
典
人
「
出
張
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
調
査
・
研
究
と
保
存
・
利
活
用
ｌ
震
災
．

移
動
・
耕
地
整
理
組
合
関
連
の
組
織
間
収
発
と
経
緯
が
わ
か
る
公

文
書
ｌ
」
（
「
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
」
第
二
二
号
、
二
○
一
九
年
）

註（
１
）
言
冒
へ
へ
乏
毛
君
．
⑫
言
、
言
．
、
。
台
へ
言
の
ョ
⑦
ご
一
ａ
ウ
ー
言
房
の
冒
亀
言
己
一
ｓ
ｏ
目
扇
昌

一
巨
乞
雪
届
］
望
扇
・
言
ヨ

（
２
）
言
ｇ
め
ミ
老
乏
乏
・
頁
の
〔
冨
彊
乏
酋
・
一
巴
買
い
。
ョ
匡
悪
云
昌
へ
言
毒
へ
巳
看
Ｉ
『
⑦
言
へ
台
、
宕

巨
ｇ
誤
ｇ
ｓ
ｇ
ｇ
へ
き
、
雪
ご
］
ｇ
誤
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
へ
き
、
宕
巨
ｇ
誤
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
」
．
三
ョ

（
３
）
貢
ｓ
鱒
へ
へ
乏
乏
三
・
つ
『
⑦
〔
冨
隠
看
騨
一
厘
頁
め
ｏ
ョ
長
農
昌
へ
言
五
へ
巳
乏
Ｉ
『
の
旨
へ
《
誤
宕

巨
ｃ
ｇ
ｍ
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
へ
盆
望
つ
巨
宕
Ｓ
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
Ｅ
圏
君
臣
つ
ｇ
ｍ
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
ョ
●
言
ョ

（
４
）
左
記
参
考
論
文
、
四
六
頁

（
５
）
三
ｓ
②
ミ
君
署
雪
・
ロ
『
①
〔
冨
盟
看
僅
」
ぬ
．
言
へ
の
。
ョ
后
畏
呈
へ
言
蓉
へ
己
君
ｌ
『
⑦
言
へ
き
③
塞

巴
ｇ
三
ｓ
ｇ
ｇ
ｇ
つ
き
雪
国
。
ｇ
］
９
つ
ｇ
ｇ
ｇ
廷
急
ぎ
堕
宕
白
ｇ
ｇ
ｇ
室
と
●
言
ョ
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